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第３９回 駅前放置自転車クリーンキャンペーン推進委員会（書面開催） 

報告事項及び議案の概要説明 

 

 

報告事項１  第３８回 駅前放置自転車クリーンキャンペーン実施結果の報告 

【 概 要 】 

昨年度のキャンペーン実施結果の概要になります。報告書全文は東京都生活文化スポー

ツ局都民安全推進部ホームページに掲載しましたのでご確認下さい。 

（第３８回 駅前放置自転車クリーンキャンペーン報告書 掲載ページ） 

https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/pdf/koutuu/pdf/03houkokusyo.pdf 

 

 

報告事項２  令和３年度 駅前放置自転車対策事業に関する知事感謝状の贈呈実績 

【 概 要 】 

地域で放置自転車対策に貢献している個人・団体について、毎年度、区市町村から推薦

をいただき、選考の上、感謝状を贈呈しています。昨年度は個人１名に贈呈しました。 

 

 

報告事項３  「駅前放置自転車等の現況と対策―令和３年度調査―」について 

【 概 要 】 

例年、区市町村や関係団体のご協力により実態調査を実施し公表しています。調査内容

は各駅の放置状況や自転車等駐車場の整備状況、放置自転車等の撤去状況等です。 

今回の調査では、都内の駅周辺における放置自転車の台数は１７，９１７台まで減少さ

せることができました（目標は令和７年度調査において１万５千台以下）。 

調査結果の全文は、東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部ホームページに掲載し

ていますのでご確認下さい。 

（都内における駅前放置自転車の現況 掲載ページ） 

https://www.tomin-

anzen.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/houchi/jitensha-

3/index.html 

 

 

議案１  第３９回 駅前放置自転車クリーンキャンペーン実施大綱（案） 

【 概 要 】 

今年度のキャンペーン実施に向けて、目的、実施内容・時期、実施計画書の作成方法等

について定めるものです。昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症に関して、キャ

ンペーンでの活動における感染防止対策の必要性を記載しました。［実施大綱（案）５（3）］ 

 

 

https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/pdf/koutuu/pdf/03houkokusyo.pdf
https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/houchi/jitensha-3/index.html
https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/houchi/jitensha-3/index.html
https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/houchi/jitensha-3/index.html


 

報告事項１ 

第３８回 駅前放置自転車クリーンキャンペーン実施結果（概要） 

 

１ 実 施 期 間：令和３年１０月２２日（金）から１０月３１日（日）までの１０日間 

２ 実 施 主 体：東京都、区市町村（島しょを除く。）、国土交通省、警視庁、東京消防庁、ＪＲ東日本、私

鉄各社、バス・タクシー事業団体、商工業団体、高齢者団体、障害者団体、消費者団体、

学校関係団体、交通安全普及団体等 

３ 統 一 標 語： 「自転車の 代わりに置こう 思いやり」 

４ 活 動 結 果 

(1) 広報活動 

放置自転車問題を広く都民に訴えるため、各機関・団体がそれぞれの役割に応じて多様な広報媒体を活

用して広報活動を実施した。 

ア 印刷物の掲示・配布 

・ポ ス タ ー 都：40,044枚作成 

 ＪＲ・民鉄・都営交通駅構内、バス営業所（665箇所、1,046枚）、 

 電車・バス車内（15,570箇所、16,280枚）、学校、関係機関・団体（2,938枚） 

 等に掲示 

・リーフレット 都：170,506枚、区市町村：2,919枚作成 

 通勤・通学等自転車利用者、学校等に配布 

・注意・警告札    50,077枚 放置自転車に取付け 

・広報紙、機関紙等 6,287,017部 区市町、鉄道・バス会社、交通安全協会、商工業団体他 

イ ＰＲ用品等 

・看板 1,032枚 4区、 1市 

・横断幕 28枚 4区、 5市 

・のぼり旗、活動品 937枚 8区、12市 

ウ その他の媒体 

広報車、駅構内放送、庁内放送、防災無線放送、FM放送、ケーブルテレビ、商店街放送、 

デジタルサイネージ、公式ホームページ、SNS、メールマガジン、バス車内広告 

(2) 駅頭広報・撤去活動 

広報実施駅数：実 数    110駅 （区部 59駅、市部 51駅、町村部 0駅） 

延日数    323日 （区部 160日、市部 163日、町村部 0日） 

撤去実施駅数：実 数    422駅 （区部 287駅、市部 134駅、町村部 1駅） 

延日数   1,509日 （区部 908日、市部 592日、町村部 9日） 

撤 去 台 数：       4,520台 （区部 3,926台、市部 592台 町村部 2台） 

広報・撤去活動参加人員：延 6,273人 （区部 3,970人、市部 2,302人、町村部 1人） 

自動車動員台数：     延 1,568台 （広報車 67台、トラック 1,487台、その他 14台） 

５ 首都圏放置自転車対策協議会の活動 

同協議会加盟の３県５政令都市（埼玉県、千葉県、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さ

いたま市）において、クリーンキャンペーンを協力して実施した。 
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議案２  第３９回 駅前放置自転車クリーンキャンペーン実施計画策定要領（案） 

【 概 要 】 

推進委員会による実施大綱の承認後、推進委員会各団体に実施計画策定を依頼するため

の案文になります。 

 

 

議案３  駅前放置自転車クリーンキャンペーン標語の継続使用について 

【 概 要 】 

 キャンペーンの統一標語（議案１における大賞作品）について、来年度（令和５年度第

４０回）のキャンペーンにおける使用可否について定めるものです。 



 

報告事項２ 

 

令和３年度 駅前放置自転車対策事業に関する知事感謝状の贈呈実績 

 

地域の放置自転車対策事業に積極的に協力し、貢献している方に対して、知事名に

よる感謝状を贈呈しました。 

 

 

【概要】 

(1) 贈呈日：令和３年９月７日 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、贈呈式は実施せず、後日、感謝状

と記念品を送付させていただきました。 

 

(2) 被贈呈者：個人１名 

  被 贈 呈 者（敬称略） 主 な 功 労 内 容 

個 

人 
関根
せ き ね

 仁
ひと

美
み

 府中市 
白糸台駅周辺における自転車駐車場 

用地の提供 
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「駅前放置自転車等の現況と対策－令和３年度調査－」について 

－ 調 査 結 果 の 概 要 － 
 

※自転車等・・・自転車及び原動機付自転車 

※自転車等駐車場・・・自転車、原動機付自転車及び自動二輪車の駐車場で、不特定多数の者が利用可能なもの 

１ 駅周辺における自転車等の放置状況  【図-１】参照 
  
都内の駅周辺（駅から概ね半径 500ｍ以内の区域）における自転車、原付及び自二を含む乗入台数

（放置台数と自転車等駐車場の駐車台数の合計）は 527,694 台でした。このうち、自転車の乗入台

数は 511,035 台で、そのうち 493,118 台（96.5％）が自転車等駐車場に駐車され、残りの

17,917 台（3.5％）が路上などに放置されていました。 

(1) 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車の放置台数 

   自転車、原付及び自二の放置台数は、19,430 台（前年度比 1,6０5 台減）でした。 

   うち、自転車のみの放置台数は、17,917 台（前年度比 1,570 台減）でした。 

(2) 自転車の放置率（乗入台数に占める放置台数の割合）・・・区部 5.2％、市部 0.7％、町村部 0.4％ 

   自転車の放置率は区部が高く、高い順に、千代田区 37.5％、渋谷区 30.7％、港区 28.2％、台

東区 25.2％、文京区 20.5％、でした。 

 
【図-１】  放置台数・実収容台数・収容能力・乗入台数推移（自転車、原付及び自二を含む。） 

全国調査…自転車 100 台以上、原付と自二は合わせて 50 台以上のみを計上 

都調査……自転車、原付及び自二各 1 台から計上 

報告事項３ 
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２ 放置台数及び乗入台数が多い駅 
  
自転車等（原付及び自二を含む。）の放置台数が上位の駅も、年々、台数は減少傾向にあります。 

(1) 放置台数が多い駅 図-２参照 

(2) 乗入台数が多い駅 図-３参照 

 

令和３年度 令和２年度 令和元年度

京 成 立 石 赤 羽 　 恵 比 寿 赤 羽

274台 301台 364台 838台

（+12台） （+95台） （+121台）

高 円 寺 幡 ヶ 谷 新 小 岩 東 京

263台 267台 310台 830台

（+70台） （-3台） （+6台）

T X 浅 草 恵 比 寿 代 官 山 新 小 岩

243台 265台 290台 820台

（-12台） （-99台） （+41台）

外 苑 前 京 成 立 石 中 野 田町・三田

232台 262台 289台 793台

（+23台） （-6台） （-29台）

新 小 岩 新 小 岩 幡 ヶ 谷 王 子

230台 260台 270台 756台

（-30台） （-50台） （+55台）

５位

【参考】
平成23年度

１位

２位

３位

４位

  

令和３年度 令和２年度 令和元年度

町 田 町 田 　 三 鷹 三 鷹

10,614台 10,615台 11,864台 12,018台

（-1台） （-55台） （+114台）

三 鷹 三 鷹 町 田 蒲 田

8,557台 10,491台 10,670台 10,323台

（-1,934台） （-1,373台） （-31台）

蒲 田 竹 ノ 塚 吉 祥 寺 立 川

8,354台 8,652台 10,466台 9,875台

（+89台） （+97台） （-720台）

新 小 岩 蒲 田 蒲 田 吉 祥 寺

7,533台 8,265台 9,952台 9,615台

（+659台） （-1,687台） （-602台）

吉 祥 寺 吉 祥 寺 新 小 岩 国 立

7,303台 7,866台 9,729台 9,256台

（-563台） （-2,600台） （+194台）

５位

【参考】
平成23年度

１位

２位

３位

４位

    

 

３ 放置自転車等の減少へ向けた主な対策 
  
良好な交通環境を整備するとともに街の美観を確保するため、区市町村をはじめ鉄道・バス事業者、

警察、商工関係団体等と連携しながら放置自転車対策に取り組んでいます。 

(1) 自転車等駐車場の設置等 

令和 2年度における区市町村の投資的経費（自転車等駐車場の整備等に要する経費）は、 

約 19.1 億円（元年度比 約 19.3 億円減）でした。 

(2) 自転車等駐車場の維持管理・放置自転車の撤去等 

令和 2 年度における区市町村の消費的経費（自転車等駐車場の維持管理や放置自転車等の撤去等

に要する経費）は、約 156.7 億円（元年度比 約 5.5 億円増）でした。そのうち、放置自転車

の撤去、保管及び返還に要する経費は、約 45.6 億円 でした。 

(3) 都内 6 区との協働体制 

駅前放置自転車の多い 6 区（千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区）と放置自転車

対策協議会を開催し、各区のノウハウを共有するなど放置自転車対策の推進を図りました。 

(4) 駅前放置自転車クリーンキャンペーン 

  令和 3 年 10 月の「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」では、駅構内や電車・バス車内への

ポスター掲出のほか、街頭ビジョンや公共施設等のデジタルサイネージ、ウェブ広告を活用した広

報活動を展開しました。さらにキャンペーン期間中は、区市町村による放置自転車の撤去を積極的

に実施しました。 

   ・駅前等での広報啓発活動：110駅実施、延べ 323日 

・ポスター掲出     ：約 4万枚 

・リーフレット配布   ：約 17.3万枚 

・放置自転車の撤去   ：422駅実施、4,520 台撤去 

    ・その他、広報動画を制作し街頭ビジョンやデジタルサイネージで放映 

【図-３】  乗入台数が多い駅の推移 【図-２】  放置台数が多い駅の推移 

（  ）内は前年度の台数からの増減 
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４ 自転車等駐車場の設置状況  【図-４、５】参照 
   
(1) 令和 3年 8月末日現在、駅周辺の自転車等駐車場は、2,849 箇所（前年度比 22 箇所増）で

した。そのうち公設は 1,325 箇所（前年度比 8 箇所増）、民設は1,524 箇所（前年度比 14

箇所増）でした。近年は、民間事業者による自転車等駐車場の設置が増加しています。 

(2) 収容能力は、928,799 台（前年度比 4,965 台減）、実収容台数は、508,264 台（前年度

比 10,699 台減）でした。 

 

 

  

５ 令和２年度における放置自転車等の撤去、処分等の状況  【図-６、７】参照 
  
(1) 令和 2年度に区市町村が撤去した放置自転車等：215,609 台（元年度比 84,481 台減） 

(2) 令和２年度に持ち主に返還された台数：132,834 台（元年度比 49,025 台減） 

(3) 令和 2年度に区市町村が処分した台数：90,857 台（元年度比 33,226 台減） 

※ 返還台数、処分台数には、令和元年度中に撤去されたものを含みます。 

 

 

 

 

【図-４】設置者別自転車等駐車場数の推移  【図-５】収容能力及び実収容台数の推移 

【図-６】放置自転車等の撤去・返還・処分台数の推移 【図-７】撤去自転車及び原動機付自転車の処分内訳 

・廃棄処分（A+B）：15,048 台（16.6%） 

・鉄くずとして資源活用（C+D）：5,036 台（5.5％） 

・リサイクル用途（F+G）：70,773 台（77.9％） 

（Ａ）廃棄(有償)
14,331台

15.8% （Ｂ）廃棄(無償)
717台

0.8%
（Ｃ）資源活用・
その他（売却）

3,300台

3.6%

（Ｄ）資源活用
(無償)

1,736台

1.9%（Ｆ）リサイクル
用途活用

（売却）

63,910台

70.3%

（Ｇ）リサイクル
用途活用

（無償）

6,863台
7.6%

２年度
処分台数
合計

90,857台

89.8 89.8 90.0 
92.1 92.3 91.7 92.5 92.5 92.6 93.4 92.9 

63.9 
62.1 62.7 62.9 62.5 62.9 

61.3 61.8 61.9 

51.9 50.8 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

(万台)

(年度)

収容能力 実収容台数 ダミー

1,316 1,323 1,324 1,319 1,313 1,332 1,327 1,327 1,325 1,317 1,325 

822 863 937 
1,044 1,132 1,166 

1,305 1,381 1,421 1,510 1,524 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

公設 民設 ダミー

(箇所)

(年度)

782 
744 

691 653 

596 
557 

501 
436 

402 
360 

331 
300 

216 

467 471 

412 
373 

344 322 299 

253 241 218 203 182 

133 

344 323 302 
279 275 244 

208 189 166 
162 139 124 

91 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

(千台)

(年度)

撤去台数 返還台数 処分台数 ダミー



 

 

                                                     

第３９回 駅前放置自転車クリーンキャンペーン実施大綱（案） 

 

１ 目的 

  放置自転車は、歩行者や緊急車両の通行を阻害するとともに、街の美観を損ねるなど社会問題と

なっている。これまで、区市町村や関係機関等の地道な努力により放置自転車の状況は改善してい

るものの、都内では依然として約１．９万台の自転車等（うち、自転車は約１．８万台）が駅周辺

に放置されている。 

  このため、東京都では「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、自転

車通勤する従業者の駐輪場所の確保・確認や顧客に対する駐輪場利用の啓発等を事業者の責務と規

定するなど、社会全体による放置自転車対策を推進しているところである。 

  さらに、東京都自転車安全利用推進計画において、令和３年度から令和７年度までの５か年で駅

前放置自転車の台数を１．５万台以下にすることを目標に掲げている。 

こうした中、放置自転車問題を広く都民に訴えるため、関係機関等が相互に協力して、駅前放置

自転車クリーンキャンペーン（以下「キャンペーン」という。）を実施する。 

 

２ 実施内容 

(1) 別紙１のとおりとする。 

地域別、機関等別の具体的な実施内容は、各機関・団体が作成する「実施計画」で定める。 

(2) 活動の重点は次のとおりとする。 

広報活動及び駅前放置自転車の撤去等 

(3) 統一標語は次のとおりとする。 

   「自転車の 代わりに置こう 思いやり」 

 

３ 実施時期 

令和４年１０月２２日（土曜日）から同月３１日（月曜日）までの１０日間とする。また、キャ 

ンペーンの事前周知活動もあわせて実施する。 

 

４ 実施・参加機関等 

(1) 実施・参加機関等は次のとおりとする。 

主  催：東京都・区市町村 

構成団体：国土交通省（東京・相武国道事務所）、警視庁、東京消防庁、東日本旅客鉄道（株）、

（一社）日本民営鉄道協会（関東鉄道協会）、（一社）東京バス協会、（一社）東京

ハイヤー・タクシー協会、東京商工会議所、東京都商工会連合会、東京都商店街振

興組合連合会、（一財）自転車産業振興協会、東京都自転車商協同組合、（一社）全

国銀行協会、関東百貨店協会、（一財)日本自転車普及協会、（一社）日本二輪車普

及安全協会、（一財）東京都交通安全協会、東京都公立高等学校長協会、（一財）東

京都私立中学高等学校協会、東京都町会連合会、（一社）東京宝くじ協会、（公財）

自転車駐車場整備センター、（一社）東京母の会連合会、（公社）東京都専修学校各

種学校協会、（公財）東京しごと財団（東京都シルバー人材センター連合）、（公社）

東京都老人クラブ連合会、東京都障害者団体連絡協議会（東京都肢体不自由児者父

母の会、東京都盲人福祉協会）、東京消費者団体連絡センター ※順不同 

議案１ 



 

 

協力団体：（一社）東京都個人タクシー協会、日本チェーンストア協会、（一社）自転車協会、

（公財）東京都道路整備保全公社、（一社）自転車駐車場工業会 ※順不同  

(2) 各実施・参加機関等の役割は別紙２のとおりとする。 

 

５ 実施計画の策定 

(1) 実施機関等は、この大綱及び別に定める駅前放置自転車クリーンキャンペーン実施計画策定   

要領に基づき、それぞれ実施計画を策定し、駅前放置自転車クリーンキャンペーン幹事会におい

て報告する。 

(2) 区市町村実施計画に関する事項は以下のとおりとする。 

ア 区市町村実施計画の中に、区市町村以外の機関・団体の実施又は協力すべき事項を採り入れ

る場合には、関係機関相互の連携を高めるため、区市町村が中心となって、「〇〇区（市町村）

駅前放置自転車クリーンキャンペーン推進委員会」等の連絡、調整機関を設けるよう努めるも

のとする。 

イ 区市町村以外の機関・団体等は、区市町村実施計画について協力の要請があったときは、可

能な限り応じるものとする。 

 (3) 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、より感染のおそれの少ない実施方法の選択

や、街頭での活動にあたっては着実に感染予防対策を講じるなど、感染拡大防止に努めるものと

する。 

 

６ 首都圏駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施 

  首都圏駅前放置自転車対策協議会加盟の隣接３県（埼玉県・千葉県・神奈川県）及び５政令指定

都市（横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さいたま市）は密接に連携し、クリーンキャンペーン

を統一実施する。 

 



 

 

 

 

駅前放置自転車クリーンキャンペーン実施内容 

 

 

１ 広報活動 

(1) 印刷物 

①ポスターの掲示 

各駅構内、電車・バスの車内、その他公共的施設等に掲示する。 

②リーフレットの配布 

各駅周辺や各参加機関・団体の窓口等において配布する。 

③広報紙等への掲載 

各参加機関・団体で発行している広報紙・機関紙やホームページ等にキャンペーンの内容を掲

載する。 

(2) テレビ･ラジオ等 

東京都提供のテレビ･ラジオ番組等で放置自転車問題について放送する。 

(3) 報道関係への情報提供（プレス） 

①キャンペーンの実施について各報道機関へ情報提供する。 

②放置自転車の実態、キャンペーンの実施の模様等について広く都民に周知するよう働きか

ける。 

(4) その他 

①広報用品の配布 

②その他 

地域や参加団体の実情に対応した広報活動を行う。 

「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の趣旨を踏まえ、事業者等への広

報活動を行う。 

例：広報車、パレード、横断幕の掲出、町内掲示板へのポスター掲示、リーフレットの配布、

駅構内・車内放送による広報、駅頭指導・呼びかけなど 

 

２ 放置自転車等の撤去、保管、返還、処分 

  撤去の対象駅、実施期日、撤去の方法、必要人員、必要機材、参加団体の範囲及び役割分担、撤

去自転車等の保管場所、返還方法、処分方法等の具体的内容については、区市町村ごとに「実施計

画」で定める。なお、計画の立案についての要領は別に定める。 

 

３ その他 

(1) 放置自転車対策功労団体・功労者への知事感謝状贈呈 

区市町村からの推薦に基づき、地域の放置自転車対策事業に積極的に協力及び貢献している

方々に対して、知事名による感謝状を贈呈する。 

議案１ 別紙１ 



 

 

 

実施・参加機関等の役割 

 

国              国 土 交 通 省                 〇撤去、広報活動の実施、参加 

         （国道事務所） 

                          

        生活文化スポーツ局     〇全体計画の企画立案、進行管理 

都民安全推進部     〇キャンペーン推進委員会の運営 

                （総合推進課）                 〇広報活動の実施 

                      〇功労者（団体）への知事感謝状の贈呈         

生活文化スポーツ局広報広聴部  〇広報活動の実施 

        生活文化スポーツ局  

私  学  部        〇学校に対する広報活動の実施 

 

東 京 都   福 祉 保 健 局         〇広報活動の実施 

                         〇広報活動の実施 

        建  設  局         〇方針について各事務所への徹底 

                  事務所    〇撤去、広報活動への参加 

                         〇広報活動の実施 

        交  通  局         〇方針について各駅等への徹底 

                  駅 等   〇撤去、広報活動への参加 

        教  育  庁         〇学校に対する広報活動の実施 

                         〇広報活動の実施 

                          〇方針について各警察署に徹底 

                        〇撤去、広報活動への参加 

                         〇放置二輪車の指導、取締り 

                                〇防災上の立場からの助言 

東京消防庁                    〇趣旨について各消防署に徹底 

                                〇地域計画に対し、防災上の立場から助言 

                        〇地域実施計画の策定、総合調整、進行管理 

                        〇地域推進委員会等の運営 

                        〇広報活動の実施 

                        〇撤去、保管、返還、処分の実施 

                        〇広報活動の実施及び参加 

                        〇撤去活動への参加 

                        〇広報活動の実施及び参加 

                        〇撤去活動への参加 

                        〇広報活動の実施及び参加 

                       〇撤去活動への参加 

本 庁 

本 庁 

本      庁 

警  察  署 

本      庁 

消  防  署 

警 視 庁 

区   市   町   村 

鉄道・バス事業者等 

商 工 業 団 体 

交通安全普及団体等 

議案１ 別紙２ 
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議案２ 

 
第３９回 駅前放置自転車クリーンキャンペーン実施計画策定要領（案） 
 

１ 実施計画策定の基本的な考え方 

(1)  実施計画は、「駅前放置自転車クリーンキャンペーン実施大綱」に沿って策定すること。 

(2)  各団体は、可能な限り多様な内容を計画に盛り込むよう努力すること。 

(3) 昨年度と同様、今年度も計画時と報告時に同一の様式を使用することとした。実施報告

時には計画時に記入した内容を更新して提出すること。 

 

２ 活動内容 

(1) 広報活動 

広く都民に周知するため、可能な限り多様な広報媒体等を活用すること。 

【例】〇マスコミへの情報提供 

積極的な報道発表及び取材協力 

〇テレビ･ラジオ等の利用 

テレビ・ラジオでの放送、車内・駅構内等での放送、広報車等の活用 

〇印刷物の作成・掲出、配布 

ポスター、リーフレット、広報紙（誌）、機関・団体紙（誌）等の作成、配布 

〇駅頭での呼びかけ等 

駅頭での指導・呼びかけ、パレードの実施、「歩こう運動」等住民運動の推進等 

〇その他 

講演会等の実施、広報用品の配布、関係先への呼びかけ等 

 

(2) 放置自転車等の撤去、保管、返還、処分 

放置自転車等の撤去場所（駅）、期日、方法、体制（人員、機材、参加団体の範囲及び

役割分担）のほか、保管場所、返還方法、処分方法等は、関係機関と協議しつつ、区市

町村が従前から実施している方法を基準として定めるものとする。 

 

(3) その他 

各団体は、それぞれの下部組織・団体又は協力団体等に対し、本キャンペーンについ

ての周知徹底、参加協力等の指示又は要請をできるだけ早期に広範囲に行うものとする。 

なお、例年配付しているポケットティッシュについては、製作・配付を行わないこと

になりましたので御了承下さい。 

 

３ 実施計画書の作成 

実施計画書の作成に当たっては、別紙１を参考とすること。 

 

４ 実施計画書の提出 

(1) 提出期限 令和４年７月２０日（水曜日） 

(2) 提出方法 メールで御提出ください。 

(3) 提出部数 １部 

(4) 提 出 先 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部総合推進課 担当：浜崎・小倉 

〒163－8001 新宿区西新宿二丁目８番１号 第１本庁舎北塔３４階 

電 話 ０３－５３８８－３１２４ 

ＦＡＸ  ０３－５３８８－１２１７ 

メール S1120301@section.metro.tokyo.jp 
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議案２ 別紙１ 

 

【区市町村用（別記様式１）】 

 １ クリーンキャンペーンのための組織 

令和３年度版「駅前放置自転車の現況と対策」P61、62 の協議会等の下部組織（地

域支部等）を指します。 

２ 駅頭広報活動・撤去等活動（移送・移動も含む。） 

 （1）駅頭広報活動・撤去等実施予定の路線名・駅名を記入の上、参加団体のセル

に「〇」を御記入下さい。実施予定の駅が多く、記入欄が足りない場合は複写対

応をお願いします。また、都ホームページへの掲載可否について、どちらかに丸

を付けて下さい。 

（2）自動車延べ動員数について、広報活動や撤去等活動に利用する車両数（車両

利用数）を御記入下さい。 

（3）駅前放置自転車クリーンキャンペーン期間中（10 月 22 日から 31 日まで）は

実施予定の日付に「〇」を付けてください。キャンペーン期間前後に実施予定の

場合は、その日付を御記入ください。 

 ３ 広報媒体等 

(1) 印刷物、看板等 

 区市町村で掲載予定の広報紙等について、名称や発行時期、掲載回数を御

記入ください。 

 ホームページについて当該ホームページや掲載予定期間を御記入ください。 

 ポスター、リーフレットについては、都作成分、（区市町村）独自作成分、

自転車駐車場整備センター作成分等の別に、種類や枚数を御記入ください。 

 注意・警告札、看板、横断幕、のぼり旗について、活用する種類や枚数を

御記入ください。 

(2) 広報媒体 

報道発表やテレビ・ラジオ等を活用した広報活動、住民運動や講演会等の予定

を御記入ください。 

  ※４～６については、実施報告時に御記入ください。 

 

【鉄道・バス事業者用（別記様式２）】 

１ 広報紙（誌）・メールマガジン、ホームページ等への掲載予定を御記入ください。 

 なお、発行数等については、実施報告時に御記入ください。 

２ 独自作成のポスター、リーフレット、ＰＲ用配布品等 

独自作成の取組がある場合は、御記入下さい。 

３ 都作成のポスター、リーフレットの活用 

都が作成し配布するポスターの数量を「車内」「駅構内（停留所、営業所、案内

所を含む。）」「その他（本社執務室等）」の別に御記入ください。 

４ 車内・駅構内の放送について 

放送について、「車内」「駅構内（停留所、営業所、案内所を含む。）」や「都が作

成する動画の活用」について、御記入ください。 
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５ 駅頭活動 

駅ごとの活動状況を御記入ください。なお、都ホームページへの掲載可否につい

て、どちらかに丸を付けて下さい。 

６  その他の活動 

都作成のリーフレットの活用含め、その他の活動が予定されている場合は、御記

入下さい。 

※７の意見欄は実施報告時に御記入ください。 

 

  

【区市町村以外の団体用（別記様式３）】 

１ 広報紙（誌）・メールマガジンの発行、ホームページ等への掲載 

なお、発行数等については、実施報告時に御記入ください。 

２ 独自作成のポスター、リーフレット、ＰＲ用配布品等 

独自作成の取組がある場合は、御記入下さい。 

３ 都作成のポスターの活用 

都が作成し配布するポスター数量、掲出先・配布先について御記入下さい。 

４ 自転車駐車場整備センター作成のポスターの活用 

自転車駐車場整備センターが作成し配布するポスター数量、掲出先・配布先につ

いて御記入下さい。 

５ 都作成のリーフレット活用 

都が作成し配布するリーフレットの数量、掲出先・配布先について御記入下さい. 

６ 駅頭活動駅ごとの取組内容と併せて都ホームページへの掲載可否について、御記

入下さい。 

７  その他の活動 

その他の活動を予定している場合は、御記入下さい。 

※８の意見欄は実施報告時に御記入ください。 
                               



別記様式1【区市町村用】

区 市 町 村 名 部 課 係 名

担 当 者 名

電 話 番 号

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

名 称 発 足 日
総 構 成 員 数
（ 委 員 等 ）

構 成 員 の 役 職 名

第３９回 駅前放置自転車クリーンキャンペーン 実施計画書兼報告書

【令和３年度版「駅前放置自転車の現況と対策」P61、62の協議会等の下部組織（地域支部等）を指す。】

１　クリーンキャンペーンのための組織

実 施 計 画 書 作 成 日

実 施 報 告 書 作 成 日

本様式は、実施計画と実施報告を兼ねる形式としております。実施計画時に記載・提出していただいた

内容を、キャンペーン実施後の実施報告時は、更新して提出いただくこととなります。

1/4ページ



別記様式1【区市町村用】

２　駅頭広報活動・撤去等活動（移送・移動も含む。）（黄色セルは実施報告時に記載）

(１)　撤去・移送台数及び駅頭広報活動・撤去等活動参加人数

※都ホームページへの掲載　　可　／　否　（どちらかに○）

撤去活動

実施予定
自 転 車
( 台 )

原 付 ・ 二 輪
( 台 )

計
区 市
町 村

*2

町 会
自 治 会
商 店 会

警 察
東 京 都
（ 除 交 通

局 ）

鉄 道
（ 含 交 通

局 ）

バ ス
事 業 者

国
（ 国 道
事 務 所 ）

交 通
安 全
協 会

そ の 他

*3
計

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 0 0

21 0 0

22 0 0

23 0 0

24 0 0

25 0 0

26 0 0

27 0 0

28 0 0

29 0 0

30 0 0

計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計

駅

駅

駅

0 日 0台 0台 0台 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

0 日

(２)　自動車延べ動員数 (３)　キャンペーン実施（予定）日

合計 広報車 トラック(撤去用) その他 22日(土） 23日（日） 24日（月） 25日（火） 26日（水） 27日（木） 28日（金） 29日（土） 30日（日） 31日（月）

活動延べ日数簡易計算表　※活動日ごとに実施駅数を入力してください。

活動日

9月15日 駅 駅

9月16日 駅 駅

9月17日 駅 駅

9月18日 駅 駅

9月19日 駅 駅

9月20日 駅 駅

9月21日 駅 駅

9月22日 駅 駅

9月23日 駅 駅

9月24日 駅 駅

9月25日 駅 駅

9月26日 駅 駅

9月27日 駅 駅

9月28日 駅 駅

9月29日 駅 駅

9月30日 駅 駅

10月1日 駅 駅

10月2日 駅 駅

10月3日 駅 駅

10月4日 駅 駅

10月5日 駅 駅

10月6日 駅 駅

10月7日 駅 駅

10月8日 駅 駅

10月9日 駅 駅

10月10日 駅 駅

10月11日 駅 駅

10月12日 駅 駅

10月13日 駅 駅

10月14日 駅 駅

10月15日 駅 駅

10月16日 駅 駅

10月17日 駅 駅

10月18日 駅 駅

10月19日 駅 駅

10月20日 駅 駅

10月21日 駅 駅

10月22日 駅 駅

10月23日 駅 駅

10月24日 駅 駅

10月25日 駅 駅

10月26日 駅 駅

10月27日 駅 駅

10月28日 駅 駅

10月29日 駅 駅

10月30日 駅 駅

10月31日 駅 駅

11月1日 駅 駅

11月2日 駅 駅

11月3日 駅 駅

11月4日 駅 駅

11月5日 駅 駅

11月6日 駅 駅

11月7日 駅 駅

11月8日 駅 駅

11月9日 駅 駅

11月10日 駅 駅

11月11日 駅 駅

11月12日 駅 駅

11月13日 駅 駅

11月14日 駅 駅

11月15日 駅 駅

備　　　　考

区市町村内に所在する駅数　*4

活動実施駅数　*4

　総駅数

　（注）　*1：駐輪場内の撤去分を含む。 　*2：区市町村が委託した高齢者事業団、運送業者等を含む。　*3：「その他」に該当する場合、詳細は備考欄に記載する。
　　　　　　　 *4：区市町村の総駅数とキャンペーン実施駅数（複数路線の同一駅名は１と数える）を記入する。

駅 頭 広 報 活 動 ･ 撤 去 等 活 動 参 加 団 体実　　　施　　（　予　定　）　　駅

0台

撤 去 ・ 移 送 台 数 *1

路線名

撤去等活動

駅頭広報
活動

期間後　（キャンペーンに位置付け
た活動日を記載）

活動延べ日数

　撤去等活動

　駅頭広報活動

　駅頭広報活動

駅頭広報活動実施駅数 撤去等活動実施駅数

↓ ↓

車両利用数（延べ台数） 期間前　（キャンペーンに位置付けた活
動日を記載）

　撤去等活動

キャンペーン期間中　（実施する（した）日付に○を記載）

駅名
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別記様式1【区市町村用】

名称 名称1

　年　月 　年　月

延発行部数 延発行部数１

名称２ 番号 種類 枚数 番号 種類 枚数

　年　月

延 発 行 部 数 2

種 類 種 類 種 類 種類 数　量

種 類 種類 数　量

(2)　広報媒体
報道機関等の活用や広報啓発活動

＊各項目のスペースが足りない場合は、該当の無い項目を適宜削除して記載願います。

URL（ｳｪﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ）

３　広報媒体等（黄色セルは実施報告時に記載）

発行時期１

掲載回数１

アクセス数

区市町村広報紙（誌）

(1) 印刷物、看板等

発行時期

リーフレット

注 意 ･ 警 告 札

掲載（予定）期間

看 板 活 動 品 （ タ ス キ 、 ジ ャ ン パ ー 等 ）

ポスター

発行時期2

①都作成分

②独自作成分

枚 数

横 断 幕

品 名

そ の 他 の 広 報 紙 （ 誌 ）

枚 数

ホ ー ム ペ ー ジ

掲載回数

①都作成分

②独自（駐輪場案内）

③独自（その他）

掲載回数2

の ぼ り 旗

枚 数

品 名

配　　布　　品

枚 数

＊場所、内容、期間、回数等
＊区市町村が独自に鉄道・バス事業者等へ依頼している場合を記載

鉄道やバスの車内・駅構
内等での放送

＊期日、内容、回数、延べ台数等

広報車等の活用

その他

＊パレード、住民運動、講演会、キャンペーン、ポスターコンクール、庁内放送、、防災無線放送等を記載

実　施　時　期　・　規　模　・　内　容　等

＊期日、場所、内容等（キャンペーン出動式、イベント等を具体的に記載）

駅頭での呼びかけ等

取　組　内　容

関係先への呼びかけ

＊相手先、時期、内容等（ポスター掲出依頼、商店街等での放送依頼等を記載）
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別記様式1【区市町村用】

４　【実施報告時に記載】住民からの苦情･問い合わせ状況（キャンペーン期間中）

有 無

件 数 主 な 内 容

そ の 他

５　自由意見欄

　＊　報道発表、取材協力、テレビ・ラジオの放送について記入する。

６　【実施報告時に記載】プレス取材の有無

　　 ＊　枠が足りない場合は、複写して次ページに記入してください。

掲 載 日 時 ･ 放 映 時 間 等

種 別

新 聞 社 ･ テ レ ビ 局 名 等

　＊　クリーンキャンペーンについての意見･要望を記入する。

苦 情

問 合 せ

意 見

要 望

合 計
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別記様式2 【鉄道･バス事業者用】

部課係名

担当者名

電話番号

１　広報紙等への掲載（「発行数等」欄については、実施報告時に記載）

　＊　キャンペーン記事を掲載する（した）印刷物等を記載してください。

　＊　メールマガジンについては、配信数を「発行数等」欄に記載してください。

　＊　ＳＮＳについては、フォロワー数を「発行数等」欄に記載してください。

発行数等

0

２　独自作成のポスター、リーフレット、ＰＲ用配布品等

数量等

区市町村名

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

実 施 計 画 書 作 成 日

実 施 報 告 書 作 成 日

第３９回 駅前放置自転車クリーンキャンペーン 実施計画書兼報告書

対象読者層種　　別
発行日・
掲載期間

名　　称

広報紙（誌）、会報等

メールマガジン

ホームページ

その他

種　　別

ＳＮＳ

掲出先・配布先等

ポスター

リーフレット

名　　称　・　規　　格

　＊　ホームページについては、アクセス数を「発行数等」欄に記載してください。実施報告時には、掲載データ又は
掲載イメージ（フル カラー）を送付してください。

デジタルサイネージ・
モニター表示

ＰＲ配布品

その他

本様式は、実施計画と実施報告を兼ねる形式としております。実施計画時に記載・提出していただいた

内容を、キャンペーン実施後の実施報告時は、更新して提出いただくこととなります。
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別記様式2 【鉄道･バス事業者用】

３　都作成のポスターの掲出

　＊　枠が足りない場合は、複写して次ページに記載してください。

枚 両 枚

枚 両 枚

枚 両 枚

枚 両 枚

枚 両 枚

枚 両 枚

0 0

(2)　駅構内（停留所、営業所、案内所を含む。）

　＊　都電荒川線やバスの停留所で掲出する（した）場合は、記載してください。

　＊　バスの営業所や案内所で掲出する（した）場合は、記載してください。

　＊　枠が足りない場合は、複写して次ページに記載してください。別紙での対応も可能です。

箇所 枚

箇所 枚

箇所 枚

箇所 枚

箇所 枚

箇所 枚

0 0

(3)　その他（本社執務室等）

箇所 枚

箇所 枚

(1)　車内

②車両数
掲出枚数
①×②

掲出開始（予定）日 掲出終了（予定）日路線名 ①1車両あたり

駅　　名　　等 掲出箇所 掲出枚数 掲出開始（予定）日 掲出終了（予定）日

掲出終了日名　　称　　等 掲出箇所 掲出枚数 掲出開始日
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別記様式2 【鉄道･バス事業者用】

４　車内・駅構内放送

　＊　枠が足りない場合は、複写して次ページに記載してください。
１回あたりの

秒数

計 路線

(2)　駅構内（停留所を含む。）
　＊　枠が足りない場合は、複写して次ページに記載してください。

１回あたりの
秒数

計 駅、停留所

(3)　都作成動画の活用

(4)　その他

箇所

箇所

駅　　名　　等 放送時間帯 放送開始日 放送終了日

放送開始日 放送終了日

駅　　名　　等 放送時間帯 放送開始日 放送終了日

(1)　車内

名　　称　　等 放送時間帯 放送開始日 放送終了日

路　　線　　名 放送時間帯
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別記様式2 【鉄道･バス事業者用】

５　駅頭活動（鉄道・バス事業者が参加したもの。）（黄色セルは実施報告時に記載）

※都ホームページへの掲載　　可　／　否　（どちらかに○）

　＊　枠が足りない場合は、複写して次ページに記載してください。

日 人

日 人

日 人

日 人

日 人

日 人

日 人

日 人

日 人

日 人

0 0

６　その他の活動

配布数

配布先

７　意見欄

　＊　クリーンキャンペーンについての御意見･御要望を記載してください。

活動内容①活動場所（駅名）

事　　項　　名 規模・内容等

参加延日数
①×②

参加延人員②参加日

（１）都作成の
　　 リーフレットの活用
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別記様式3 【構成団体・協力団体用】

部課係名

担当者名

電話番号

１　広報紙等への掲載

　＊　キャンペーン記事を掲載する（した）印刷物等を記載してください。
　＊　メールマガジンについては、配信数を「発行数等」欄に記載してください。

　＊　ツィッターについては、フォロワー数を「発行数等」欄に記載してください。

発行数等

0

２　独自作成のポスター、リーフレット、ＰＲ用配布品等

数量等

実 施 計 画 書 作 成 日 令和　　年　　月　　日

実 施 報 告 書 作 成 日 令和　　年　　月　　日

第３９回 駅前放置自転車クリーンキャンペーン 実施計画書兼報告書

対象読者層種　　別
発行日・
掲載期間

名　　称

広報紙（誌）、会報等

メールマガジン

ホームページ

その他

種　　別

ツイッター

掲出先・配布先等

ポスター

リーフレット

名　　称　・　規　　格

区市町村名

　＊　ホームページについては、アクセス数を「発行数等」欄に記載してください。実施報告時には、掲載データ又は
掲載イメージ（フル カラー）を送付してください。

デジタルサイネージ・
モニター表示

ＰＲ配布品

その他

本様式は、実施計画と実施報告を兼ねる形式としております。実施計画時に記載・提出していただいた内容

を、キャンペーン実施後の実施報告時に更新して、提出いただくこととなります。
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別記様式3 【構成団体・協力団体用】

３　都作成のポスターの掲出

規格

箇所 枚

箇所 枚

箇所 枚

箇所 枚

箇所 枚

0 0

４　自転車駐車場整備センター作成のポスターの掲出

規格

箇所 枚

箇所 枚

箇所 枚

0 0

５　都作成のリーフレットの配布

箇所 枚

箇所 枚

箇所 枚

箇所 枚

箇所 枚

0 0

掲出終了

掲出箇所 掲出枚数

配　布　先

掲　出　先

掲　出　先 掲出箇所 掲出枚数 掲出開始

掲出開始 掲出終了

配布箇所 配布個数
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別記様式3 【構成団体・協力団体用】

６　駅頭活動（構成・協力団体が参加したもの）（黄色セルは実施報告時に記載）

※都ホームページへの掲載　　可　／　否　（どちらかに○）

　＊　枠が足りない場合は、複写して次ページに記載してください。

日 人

日 人

日 人

日 人

日 人

日 人

日 人

日 人

日 人

日 人

0 0

７　その他の活動

８　意見欄

　＊　クリーンキャンペーンについての御意見･御要望を記載してください。

①活動場所（駅名）

事　　項　　名 規　　模　・　内　容　等

活動内容
参加延日数

①×②
参加延人員②参加日
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駅前放置自転車クリーンキャンペーン標語の継続使用について 

 

 

１ これまでの統一標語使用の経緯 

○ 駅前放置自転車クリーンキャンペーンでは、昭和６０年（第２回）から平成７年

（第１２回）まで、標語を一般募集し、翌年のキャンペーンに使用 

○ 平成８年（第１３回）からは、「困ります！ 自転車置きざり 知らんぷり」の標

語を使用 

○ 平成２９年度に統一標語を公募し、平成２９年度の第３４回から令和２年度の第

３７回までは、「放置ゼロ キレイな街で おもてなし」を使用 

 〇 令和２年度の推進委員会（書面開催）において、統一標語の公募を決定。 

〇 平成２９年度の第３４回駅前放置自転車クリーンキャンペーン推進委員会の決

定において、標語の使用期間等は以下のとおり定められている。 

・標語の使用期間は概ね５回（５年間）を原則 

・次年度の継続使用の適否について、各回（毎年度）の推進委員会において検討し、 

検討結果は次回の実施大綱（案）に反映 

 

２ 駅前放置自転車クリーンキャンペーン標語の継続使用について  

令和５年度第４０回駅前放置自転車クリーンキャンペーンで使用する統一標語につ

いては、引き続き、「自転車の 代わりに置こう 思いやり」を使用することとしたい。 

 

議案 ３ 



                                        

駅前放置自転車クリーンキャンペーン推進委員会設置要綱 
 

昭和５９年５月１６日５９生文企交第２３号 

改正 令和４年３月２９日３都安総交第１２３４号 

（設 置） 

第１ 放置自転車問題を広く都民に訴えるための「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」を関 

係機関・団体が相互に協力して実施するため、駅前放置自転車クリーンキャンペーン推進委 

員会（以下「推進委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２ 推進委員会は、次の事項を所掌する。 

 (1) 駅前放置自転車クリーンキャンペーン実施大綱の策定 

(2) 関係機関・団体が策定する「クリーンキャンペーン実施計画」の調整 

(3) その他駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施に必要な事項 

 

（構 成） 

第３ 推進委員会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 委員は、別表１及び別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 

 

（任 期） 

第４ 委員の任期は、委嘱をした日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨 

げない。 

２ 任期途中で委員を変更する場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長） 

第５ 会長は、生活文化スポーツ局生活安全担当局長をもって充てる。 

２ 会長に事故があるときは、会長が指定する委員がその職務を代理する。 

 

（招集等） 

第６ 推進委員会は、会長が招集し、主宰する。 

 

（幹事会） 

第７ 推進委員会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、推進委員会から付託を受けた事項について協議・調整する。 

３ 幹事会は、幹事をもって構成する。 

４ 幹事は、別表１に掲げる委員が指名する者及び別表３に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 幹事の任期は、委員の任期を準用する。 

６ 幹事会は、東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部長が招集し、主宰する。 

 

（標語選定委員会） 

第８ 幹事会に標語選定委員会を置く。 

２ 標語選定委員会は、駅前放置自転車クリーンキャンペーン統一標語について協議・調整する。 

３ 標語選定委員会は、 別表１の１区代表１名、同市代表１名、別表１の２鉄道・バス等事業

者代表１名、別表１の３商工業団体代表１名、別表１の４交通安全普及団体等代表１名、別表

３代表４名及び首都圏放置自転車対策協議会代表１名により構成する。 

４ 標語選定委員長は、東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部長をもって充てる。 

５ 標語選定委員会は、標語選定委員長が招集し、主宰する。 

６ 標語の募集及びその他の事務は、東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部総合推進課が行

う。 

 



（公開等） 

第９ 推進委員会、幹事会及び標語選定委員会は、公開で行うものとする。ただし、推進委員会 

幹事会及び標語選定委員会の決定により非公開とすることができる。 

２ 推進委員会、幹事会及び標語選定委員会の会議録等は、公開するものとする。 

 

（庶 務） 

第 10 推進委員会の庶務は、東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部総合推進課において処理

する。 

 

（その他） 

第 11 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に必要な事項は、東京都都民安全推進本 

部長が定める。 

 

   附  則 

１ この要綱は、昭和 59 年５月 16 日から施行する。 

 

 

２ 要綱第４の規定にかかわらず、当初の委員及び幹事の任期は、昭和 60 年３月 31 日までとす 

る。 

   附  則（60 生文総交第 20 号） 

 この要綱は、昭和 60 年５月２日から施行する。 

   附  則（61 生文総交第 35 号） 

 この要綱は、昭和 61 年５月 27 日から施行する。 

   附  則（62 生文総交第 19 号） 

 この要綱は、昭和 62 年５月 13 日から施行する。 

   附  則（２生文総交第 254 号） 

 この要綱は、平成２年８月１日から施行する。ただし、第３及び第５の第２項の改定規定は平 

成２年７月 19 日から施行する。 

   附  則（７生文総交第 56 号） 

 この要綱は、平成７年５月９日から施行する。 

   附  則（８生文総交第 14 号） 

 この要綱は、平成８年５月 10 日から施行する。 

   附  則（10 生文総交第 23 号） 

 この要綱は、平成 10 年５月 18 日から施行する。 

   附  則（11 生文総交第 327 号） 

１ この要綱は、平成 12 年１月１日から施行する。 

２ 東京都情報公開条例（平成 11 年東京都条例第５号）の公布の日前に開催された委員会及び幹 

事会の会議録等の取扱いについては、この要綱による改正後の駅前放置自転車クリーンキャン 

ペーン推進委員会設置要綱第８第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附  則（12 生文総交第 19 号） 

 この要綱は、平成 12 年４月 18 日から施行する。 

     附  則（13 生都協交第５号） 

  この要綱は、平成 13 年４月 18 日から施行する。 

     附  則（16 生文総安第３号） 

  この要綱は、平成 16 年４月５日から施行する。 

     附  則（16 生文総安第 199 号） 

  この要綱は、平成 16 年８月 13 日から施行する。 

附  則（1７生文総安第 172 号） 

  この要綱は、平成 17 年 8 月１日から施行する。 

附  則（17 青青総第 459 号） 

  この要綱は、平成 18 年 4 月１日から施行する。 



附  則（18 青総総第 766 号） 

  この要綱は、平成 19 年 4 月１日から施行する。 

附  則（22 青総総第 13 号） 

  この要綱は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附  則（22 青総総第 182 号） 

  この要綱は、平成 22 年 7 月 16 日から施行する。 

附  則（24 青総総第 140 号） 

  この要綱は、平成 24 年 6 月 22 日から施行する。 

附  則（25 青総総第 34 号） 

  この要綱は、平成 25 年 4 月 23 日から施行する。 

附  則（27 青総総第 31 号） 

  この要綱は、平成 27 年 4 月 20 日から施行する。 

附  則（28 青総総第 421 号） 

  この要綱は、平成 28 年 12 月 16 日から施行する。 

附  則（30 青総総第 782 号） 

  この要綱は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附  則（３都安総交第 1234 号） 

  この要綱は、令和４年 4 月 1 日から施行する。 



    別表 １ 

 

     １ 行政機関 

      国土交通省関東地方整備局東京国道事務所長 

      国土交通省関東地方整備局相武国道事務所長 

      警視庁交通部交通規制課長 

      東京消防庁警防部参事兼警防課長 

      区 代 表（５区） 

      市 代 表（５市） 

      町 村 代 表（１町村） 

 

    ２ 鉄道・バス等事業者 

      東日本旅客鉄道㈱東京支社総務部企画室企画調整課長 

      （一社）日本民営鉄道協会（関東鉄道協会）運輸調整部長 

（一社）東京バス協会常務理事 

       （一社）東京ハイヤー・タクシー協会副会長 

 

    ３ 商工業団体 

      東京商工会議所広報部部長 

      東京都商工会連合会専務理事 

      東京都商店街振興組合連合会事務局長 

      （一財）自転車産業振興協会常務理事 

      東京都自転車商協同組合理事長 

      （一社）全国銀行協会総務部長 

      関東百貨店協会事務局長 

 

    ４ 交通安全普及団体等 

      （一財）日本自転車普及協会理事 

      （一社）日本二輪車普及安全協会東京都二輪車普及安全協会会長 

      （一財）東京都交通安全協会理事長 

      東京都公立高等学校長協会会長 

      （一財）東京私立中学高等学校協会文化部副部長 

      東京都町会連合会副会長 

      （一社）東京宝くじ協会専務理事 

      （公財）自転車駐車場整備センター常務理事 

       （一社）東京母の会連合会副理事長 

      （公社）東京都専修学校各種学校協会専務理事・事務局長 

      （公財）東京しごと財団区市町村シルバー人材センター代表 

      （公社）東京都老人クラブ連合会会長 

       東京都障害者団体連絡協議会座長 

       東京消費者団体連絡センター事務局長 

  

    別表 ２ 

 

     東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部長 

     東京都生活文化スポーツ局私学部長 

     東京都福祉保健局生活福祉部長 

     東京都建設局道路管理部長 

   東京都交通局電車部長 

   東京都教育庁指導部長 

 



     別表 ３ 

 

     東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部交通安全担当課長 

〃         違法駐車対策担当課長 

            〃         交通安全対策担当課長 

            〃         交通安全対策担当課長 

   東京都生活文化スポーツ局私学部私学行政課長 

      東京都福祉保健局生活福祉部福祉のまちづくり担当課長 

      東京都建設局道路管理部監察指導課長 

   東京都交通局電車部営業課長 

   東京都教育庁指導部高等学校教育指導課長  


